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規 則

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行等に伴う関係規則の整理に関する規則
をここに公布する。
平成２０年１１月２８日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１０６号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行等に伴う関係規則の整理に関する
規則

（非常勤職員の費用弁償の特例に関する規則の一部改正）
第１条 非常勤職員の費用弁償の特例に関する規則（昭和３１年北海道規則第１５９号）の一部
を次のように改正する。
第２条第１項の表企業診断員の項を削る。
（北海道行政組織規則の一部改正）
第２条 北海道行政組織規則（昭和４１年北海道規則第２１号）の一部を次のように改正する。
第８条の２の行政改革課の事項第７号を次のように改める。
� 公益法人制度及び公益信託制度に係る事務の総括に関すること。

（退職手当の基礎在職期間等に関する規則及び北海道職員等の大学院派遣研修費用の償還
に関する条例施行規則の一部改正）
第３条 次に掲げる規則の規定中「公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」を
「公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例」に改める。
� 退職手当の基礎在職期間等に関する規則（平成１８年北海道規則第７９号）第２条第６号
� 北海道職員等の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則（平成１８年北海道規
則第１６０号）第４条第５号及び第８条第２項
（北海道税条例施行規則の一部改正）

第４条 北海道税条例施行規則（昭和２９年北海道規則第９８号）の一部を次のように改正する。
第４９条の７第１項第３号中「、社会福祉法」を「若しくは社会福祉法」に改め、「又は
民法第３４条の法人」を削り、「、当該法人」を「当該法人」に、「第４号の７まで又は第
７号」を「第４号の４まで若しくは第４号の７」に改め、「場合」の次に「又は一般社団
法人若しくは一般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成
１８年法律第４９号）第４条の認定（以下この号において「公益認定」という。）を受けよう
とするものに限る。以下この号において「一般社団法人等」という。）を設立しようとす
る者が当該一般社団法人等の設立前において若しくは一般社団法人等が公益認定を受ける
前において、公益認定を受けた後は専ら法第７３条の４第１項第３号、第４号の２、第４号
の３、第４号の７若しくは第７号に規定するそれぞれの用に供する不動産を取得した場
合」を加え、同項第９号、第１２号及び第１４号中「民法第３４条の法人」を「公益社団法人又
は公益財団法人」に改め、同項第１７号中「民法第３４条の法人（所得税法施行令（昭和４０年
政令第９６号）第２１７条第１項第３号ラ又はムに規定する法人に限る。）」を「公益社団法
人又は公益財団法人（自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うこ
とを主たる目的とし、当該業務に関し国若しくは地方公共団体の委託を受けているもの又
は優れた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務を行うことを主
たる目的とするものに限る。）」に改め、同項第１８号中「民法第３４条の法人」を「公益社
団法人又は公益財団法人」に改め、「基本財産」の次に「その他これに準ずるもの」を加
え、「出資して」を「拠出して」に改め、同項第２０号中「民法第３４条の法人」を「公益社
団法人又は公益財団法人」に、「出資し、又は」を「基本財産その他これに準ずるものと
して資金その他の財産を」に改め、同項第２１号中「民法第３４条の法人」を「公益社団法人
又は公益財団法人」に改める。
第６７条の２第１項中「社団法人日本自動車販売協会連合会（」の次に「昭和３６年４月１
日に社団法人日本自動車販売協会連合会という名称で設立された法人をいう。」を加える。
第６８条の４第２項第２号中「財団法人日本自動車査定協会」の次に「（昭和４１年６月１
日に財団法人日本自動車査定協会という名称で設立された法人をいう。次項第３号におい
て同じ。）」を加える。
附則に次の１項を加える。

３６ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第５０号。
以下この項において「整備法」という。）第４０条第１項の規定により存続する一般社団
法人又は一般財団法人であって整備法第１０６条第１項（整備法第１２１条第１項において読
み替えて準用する場合を含む。）の登記をしていないもの（整備法第１３１条第１項の規
定により整備法第４５条の認可を取り消されたものを除く。）については、公益社団法人
又は公益財団法人とみなして、第４９条の７第１項の規定を適用する。
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別記第４８号様式の２の２末尾欄外注意１�アの事項中「、寄附行為」を削り、同注意１
�アの事項中「第２６０条の２第１項の認可を受けた地縁による団体」を「第２６０条の２第７
項に規定する認可地縁団体」に改める。
別記第５８号様式の３その３末尾欄外注意３の事項中「財団法人日本自動車査定協会」の
次に「（昭和４１年６月１日に財団法人日本自動車査定協会という名称で設立された法人を
いう。）」を加える。
（建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の一部改正）
第５条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則（昭和５６年北海道規則第３８
号）の一部を次のように改正する。
別記第３号様式末尾欄外注１�の事項及び別記第４号様式その１末尾欄外注１�の事項
中「公益法人」を「一般社団法人、一般財団法人」に改める。
（特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正）
第６条 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成１０年北海道規則第１４０号）の一部を
次のように改正する。
別記第４号様式（備考）３の�の事項中「において準用する民法第５１条第１項の設立の
時」を削る。
別記第８号様式中「清算人就職届出書」を「清算人就任届出書」に、「就職した」を
「就任した」に、「第４０条第１項において準用する民法第７７条第２項」を「第３１条の８」
に改める。
別記第１０号様式中「第４０条第１項において準用する民法第８３条」を「第３２条の３」に改
める。
（医療法施行細則の一部改正）
第７条 医療法施行細則（昭和４６年北海道規則第８４号）の一部を次のように改正する。
第３２条中「第５５条第５項」を「第５５条第８項」に改める。
第３４条の２中「第６８条第１項において準用する民法（明治２９年法律第８９号）第５６条」を
「第４６条の４第５項」に改める。
第３４条の３中「第６８条第１項において準用する民法第５７条」を「第４６条の４第６項」に
改める。
別記第３６号様式中「同条第３項」を「同条第６項」に改める。
別記第３７号様式中「第２項第１号」を「第３項第１号」に、「同条第５項」を「同条第
８項」に改める。
別記第３９号様式の２中「第６８条第１項において準用する民法第５６条」を「第４６条の４第
５項」に改める。
別記第４０号様式中「第６８条第１項において準用する民法第５７条」を「第４６条の４第６
項」に改める。

（介護保険法施行細則等の一部改正）
第８条 次に掲げる規則の規定中「社団法人」、「財団法人」を「一般社団法人」、「一般
財団法人」に改める。
� 介護保険法施行細則（平成１１年北海道規則第８７号）別記第１号様式末尾欄外備考２の
事項及び別記第２号様式末尾欄外備考２の事項

� 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則（平
成１８年北海道規則第８４号）別記第１号様式末尾欄外備考２の事項

� 児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の指定等に関する規則（平成１８年北海道規
則第１３４号）別記第１号様式末尾欄外備考２の事項
（児童福祉法施行細則の一部改正）
第９条 児童福祉法施行細則（昭和３２年北海道規則第１２８号）の一部を次のように改正する。
別記第２０号様式の３及び別記第２０号様式の６中
「

」
を

１社会福祉法人 ２医療法人 ３宗教法人 ４社団法人又は財団法人
５共済組合 ６会社 ７任意団体 ８個人 ９その他（ ）

「

」
に改める。

１社会福祉法人 ２医療法人 ３宗教法人 ４一般社団法人又は一般財団法人
５共済組合 ６会社 ７任意団体 ８個人 ９その他（ ）

（母子及び寡婦福祉法施行細則及び建築士法施行細則の一部改正）
第１０条 次に掲げる規則の規定中「又は寄附行為」を削る。
� 母子及び寡婦福祉法施行細則（昭和４２年北海道規則第３７号）第３条第２項第１号
� 建築士法施行細則（昭和２５年北海道規則第２５７号）第１９条の２第２項第１号
（北海道中小企業高度化資金貸付規則の一部改正）
第１１条 北海道中小企業高度化資金貸付規則（昭和４２年北海道規則第１５７号）の一部を次の
ように改正する。
第３条第１３号中「公益法人（民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により設立され
た法人」を「一般社団法人等（同号に規定する一般社団法人等」に改め、同条第１４号中
「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
第３条の３第１１号から第１４号までの規定中「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
（火薬類取締法施行細則の一部改正）
第１２条 火薬類取締法施行細則（昭和２９年北海道規則第１４６号）の一部を次のように改正す
る。
第１２条第３号中「社団法人北海道火薬類保安協会」の次に「（昭和４９年６月２８日に社団
法人北海道火薬類保安協会という名称で設立された法人をいう。）」を加える。
（電気工事士法施行細則の一部改正）
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第１３条 電気工事士法施行細則（昭和３６年北海道規則第４１号）の一部を次のように改正する。
第２条第１項第４号中「民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の法人」を「一般社団法人
又は一般財団法人」に改め、同項第５号中「財団法人電気工事技術講習センター」の次に
「（昭和６３年６月７日に財団法人電気工事技術講習センターという名称で設立された法人
をいう。）」を加え、「民法第３４条の法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改め
る。
（北海道地方競馬実施条例施行規則の一部改正）
第１４条 北海道地方競馬実施条例施行規則（昭和５２年北海道規則第６４号）の一部を次のよう
に改正する。
第６５条第１項中「財団法人競走馬理化学研究所（」の次に「昭和４０年８月１日に財団法
人競走馬理化学研究所という名称で設立された法人をいう。」を加える。
（獣医療法施行細則の一部改正）
第１５条 獣医療法施行細則（平成５年北海道規則第３５号）の一部を次のように改正する。
別記第１号様式その１の�及びその１の�中「（寄附行為）」を削る。
（農業協同組合法施行細則の一部改正）
第１６条 農業協同組合法施行細則（平成１５年北海道規則第７３号）の一部を次のように改正す

る。
第２０条中「第７３条第２項において準用する民法（明治２９年法律第８９号）第５６条」を「第

７２条の１２の６」に改める。
第３９条中「第７３条第４項において準用する民法第８３条」を「第７２条の１８の１０」に改める。
第４１条第２項中「第７３条第２項において準用する民法第５９条第３号」を「第７２条の１２の
８第３号」に改める。
別記第１８号様式中「第７３条第２項において準用する民法第５６条」を「第７２条の１２の６」
に改める。
別記第４２号様式中「第７３条第４項で準用する民法第８３条」を「第７２条の１８の１０」に改め
る。
別記第４５号様式中「第７３条第２項において準用する民法第５９条第３号」を「第７２条の１２
の８第３号」に改める。
（農地法施行細則の一部改正）
第１７条 農地法施行細則（昭和４５年北海道規則第１３７号）の一部を次のように改正する。
別記第１号様式付表２中

「 �
組 織 の 種 類 財 団 法 人 社 団 法 人

�
事 業 の 内 容

�
表決権
又は寄
附財産
の数量

表決権を有する
者又は寄附財産
拠出者の名称

地方公共
団 体 名

農 協 名 農協連合
会 名

農林大臣
指定者名

表決権又は
寄附財産計

表決権の数又は
寄附財産の額

� 民法第３４条の許可
年 月 日 年 月 日付け 第 号

」

を

「 �
組 織 の 種 類 一般社団法人

�
事 業 の 内 容

�
議決権
又は基
本財産
の数量

議決権を有する
者又は基本財産
拠出者の名称

地方公共
団 体 名

農 協 名 農協連合
会 名

議決権の数又は
基本財産の額

�
設 立 年 月 日 年 月

一般財団法人

農林大臣
指定者名

議決権又は
基本財産計 に改め、付表の末尾欄外注の２の事項中「表決権」を「議決権」に、「寄附財産」を「基本財産」に、「社団法人」を「一般社団法
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日

」

人」に、「財団法人」を「一般財団法人」に改め、同注の４の事項中「、寄附行為」を削
る。
（森林組合法施行細則の一部改正）
第１８条 森林組合法施行細則（昭和５４年北海道規則第８号）の一部を次のように改正する。
第１１条中「第１００条第２項において準用する民法（明治２９年法律第８９号）第５９条第３
号」を「第９８条の８第３号」に改める。
第１２条第１項中「第１００条第２項において準用する民法第５６条」を「第９８条の６」に、
「仮理事」を「一時理事の職務を行うべき者」に改める。
第１９条中「第１００条第４項において準用する民法第８３条」を「第９９条の１０」に改める。

別記第１２号様式中
「北 海 道 知 事 様
（ 支庁長） 」

を
「北海道知事 様
（ 支庁長）」

に、「	」を「
」

に、「第１００条第２項において準用する民法第５９条第３号」を「第９８条の８第３号」に改
める。
別記第１３号様式中「一時役員（仮理事）選任（総会招集）請求書」を「一時役員（一時
理事）選任（総会招集）請求書」に、「第１００条第２項において準用する民法第５６条」を
「第９８条の６」に、「者（仮理事」を「者（一時理事の職を行うべき者」に改める。
別記第２４号様式中「	」を「
」に、「第１００条第４項において準用する民法第８３条」
を「第９９条の１０」に改める。
（北海道有林野の産物売払規則の一部改正）
第１９条 北海道有林野の産物売払規則（昭和３６年北海道規則第９号）の一部を次のように改
正する。
第２９条第２項第３号中「財団法人日本木材総合情報センター」の次に「（昭和４９年１０月
１日に財団法人日本木材総合情報センターという名称で設立された法人をいう。）」を加
える。
（知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止）
第２０条 知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（昭和５１年北海道規則第
５６号）は、廃止する。

附 則

１ この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。
２ この規則の施行の日前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平
成１８年法律第５０号）第３８条の規定による改正前の民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の法
人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

４北 海 道 公 報 号外第��号平成２０年１１月２８日（金曜日）

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


